
 

 

The better the question. 
The better the answer. 
The better the world works. 

重要ポイント 
• カリフォルニア州で事業を営み、一定の年間売上高のしきい値を満たす公開企業と非公開企

業は、2026年からカリフォルニア州の気候関連開示法に基づき、所定の開示を行うことが求

められます。 

• 気候企業データ説明責任法（SB-253）に基づくスコープ 1およびスコープ 2の排出量の報告

に関し、適用対象企業は 2026年 8月10日までに行うことが求められます。 

• 温室効果ガス：気候関連財務リスク法（SB-261）に基づき、適用対象企業には、気候関連財

務リスクおよび当該リスクを低減し適応するために採用した措置に関する報告が求められま

す。本法の実施は、第 9巡回区控訴裁判所が発令した仮差止命令を受けて引き続き停止さ

れており、当該仮差止命令は控訴審係属中です。 

• また、カリフォルニア州で事業を営み、ネットゼロ排出、カーボン・ニュートラル、大幅な GHG排

出削減を主張する企業は、これらの主張に関する情報に加え、当該主張を達成するために用

いる自主的カーボン・オフセットの購入または使用について、引き続き開示することが求められ

ます。 

概要 
カリフォルニア州は、2023年10月にSB-253およびSB-2611を制定し、州内で事業を営み、一定の

年間売上高のしきい値を満たす米国の公開企業および非公開企業の双方に適用される気候関連の

開示制度を導入しました。カリフォルニア州は、気候関連情報の包括的な開示を義務付けた、米国で

唯一の州です。 
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カリフォルニア州気候企業データ説明責任法（SB-253）は、適用対象企業に対し、GHGプロトコルに従っ

て、スコープ1、スコープ2およびスコープ3の温室効果ガス（GHG）排出量を報告することを要求していま

す。また、温室効果ガス：気候関連財務リスク法（SB-261）は、適用対象企業に対し、気候関連財務情報

開示タスクフォース（TCFD）の提言に従って気候関連財務リスクに関する報告書を作成し、それらのリス

クを低減し適応するために採用した措置を開示することを要求しています。 

カリフォルニア州大気資源局（CARB）は、2026年2月26日の会合において、SB-253およびSB-261に

関する初期規則を承認しました。また、CARBは、2026年3月23日に開催したワークショップにおいて、

温室効果ガス（GHG）排出量の報告および保証要件を含む、規則制定について議論しました。2 

カリフォルニア州は、2023年10月に自主的炭素市場開示法案（AB-1305）を州法として制定しました。こ

れは、カリフォルニア州で事業を営み、ネットゼロ排出量の主張、カーボン・ニュートラルまたはカーボン・

ニュートラル製品の主張、大幅なGHG排出削減を主張する企業に対し、それに関する情報と、それらの

主張を達成するための自主的なカーボン・オフセットの購入や使用について開示することを要求していま

す。 

本書では、カリフォルニア州の気候関連開示法に基づく報告に関する重要な側面を解説するととも

に、AB-1305の概要を示しています。 

主な考慮事項（SB-253およびSB-261） 
SB-253およびSB-261は、カリフォルニア州で事業を営み、年間売上高がそれぞれ10億米ドル超およ

び5億米ドル超である企業に適用されます。 

SB-253およびSB-261の適用対象に含まれる企業には、米国（またはコロンビア特別区）の全ての州

法または米国議会の法令に基づいて設立されたパートナーシップ、法人、有限責任会社、およびその

他の事業体が含まれます。この定義を満たす米国外の企業の米国に所在する子会社も対象となりま

す。米国内国歳入法で定義される非課税法人（例：非営利法人、慈善団体）および米国の州規制を受

ける保険会社は、これらの法律の適用除外となります。 

CARBが承認した初期規則では、企業が報告義務の適用対象となるかを判断するために理解する必

要がある、以下の主要な用語が定義されています。 

対象企業の定義 

売上高（Revenue） 

売上高のしきい値は、企業の総売上高に適用され、カリフォルニア州での売上高に限定されません。

企業は、法律の適用範囲に含まれるかどうかを判断する際、直近2会計年度の売上高のうち少ない

方を用いる必要があります。また、売上高の定義は、カリフォルニア州歳入税法における「総収入

（Gross receipts）」の定義と整合しています。3 

カリフォルニア州で事業を営む（Doing Business in California） 

「カリフォルニア州で事業を営む」とは以下の場合と定義されています。カリフォルニア州で金銭的利

益を目的として何らかの取引に積極的に従事し、かつ、次のいずれかに該当： 

(1)カリフォルニア州で設立または商業上の本拠を置いている企業、または 

(2)カリフォルニア州での売上高がインフレ調整後の金額（例：2025年は757,070米ドル）または企業

の総売上高の25％を超える企業 

この定義は、カリフォルニア州歳入税法における「カリフォルニア州で事業を営む」の定義と概ね一致

しますが、資産保有および給与に関する税法の条項は除外されています。また、カリフォルニア州に

おける唯一の事業活動が、テレワーク従業員の存在のみである企業は、この定義の適用範囲に含ま

れません。 

弊法人の見解 
初期規則で定義されている用語は、売上高や「カリフォルニア州で事業を営む」ことに関するもの

を含め、カリフォルニア州歳入税法における用語と類似しています。企業は、対象企業であるか評

価を行う際、自社の税務申告を参照することを検討すべきです。 
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子会社 

これらの法律は、米国法人である企業に適用され、米国外親会社の米国子会社も含まれます。ある

企業が別の企業によって直接的な企業関係により所有または支配されている場合、その企業は子会

社とみなされると定義されています（カリフォルニア州規則集に定義あり）。4 

親会社（米国外親会社を含む）の報告に含まれる子会社は、SB-253またはSB-261に基づく個別報告を

提出する必要はありません。この親会社レベルでの連結報告オプションは、同一親会社傘下の複数の

企業に対する報告負担を軽減することを目的としています。 

SB-253報告 

SB-253は、適用対象企業に対し、GHGプロトコルに従ってスコープ1、スコープ2およびスコープ3の

排出量を毎年開示し、それらの開示について保証を取得することを要求しています。これらの要求事

項は段階的に導入され、今後の規則制定に従います。 

CARBは、SB-253に基づくスコープ1およびスコープ2の排出量の報告について、初回期限を2026
年8月10日と定めました。この報告期限は、企業の会計年度末にかかわらず、すべての企業に適用

されます。企業は、会計年度末から少なくとも6か月、必要な排出量データを集計し、報告書を提出す

る期間を確保することになります。 

2026年1月1日から2026年2月1日の間に会計年度が終了する企業は、2026年に終了する会計年

度のデータを報告します。2026年2月2日から2026年12月31日までの間に会計年度が終了する企

業は、2025年に終了する会計年度のデータを報告します。企業は、2027年からスコープ3の排出量

の報告を開始する予定ですが、CARBは、2027年以降のSB-253に基づく排出量の報告について、提

出期限をまだ定めていません。 

各企業は、自社のGHG排出量に関する情報を、CARBまたはCARBが指定する排出報告機関に提出し

なければなりません。CARBまたは指定機関は、排出量データを一般にアクセス可能なデジタル・プラッ

トフォームを開発しています。 

CARBは、2025年10月10日に、SB-253の対象企業が初年度にスコープ1およびスコープ2排出量

データを提出するためのガイダンスを含む、テンプレート草案およびメモ5を公表しました。このテンプ

レートは、2026年においては任意であり、必要な情報の提出を支援するために設計されています。 

 基準設定 

SB-253は、各企業に対し GHGプロトコルに従って排出量を報告することを要求している一方

で、CARBは、温室効果ガス（GHG）排出量の算定に当たり、他のアプローチを認めることについ

て意見を求めており、GHGプロトコルを改訂する可能性のある進行中の基準設定活動の影響を

注視し、これを検討していると述べています。  

CARBは、2026年 3月のワークショップにおいて、2027年以降の SB-253に基づくスコープ

1、スコープ 2およびスコープ 3の排出量報告に関する複数の規則制定案の考え方について概

要を示すとともに、これらに関する意見を求めました。これには、以下に関する事項が含まれてい

ます。 

• 組織境界 

• 適用可能な GHG算定方法 

• 使用可能な排出係数 

• スコープ 3排出量の報告に関する選択肢（例：業種または排出カテゴリーに基づく段階的適

用） 

CARBは、SB-253

に基づくスコープ 1

およびスコープ 2排

出量の報告につい

て、初回期限を

2026年 8月 10日

と定めた。 
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さらに、CARBは、スコープ 1およびスコープ 2の排出量報告に関するテンプレート草案について

寄せられた意見を検討しており、2026年半ばに更新後のテンプレートの公表を予定しています。

この更新後のテンプレートは、2027年以降におけるスコープ 1およびスコープ 2の排出量の報

告に際して使用が求められる予定です。 

保証要件 

SB-253は、スコープ1およびスコープ2の排出量開示について、企業に対して限定的保証を毎年受け

ることを要求しています。ただし、CARBは、報告の初年度においては、これらの排出量の開示に対す

る限定的保証は求めないとしています。スコープ1およびスコープ2の排出量開示に対する合理的保

証は、2030年（2029年のデータに基づく）から求められるようになります。スコープ3の排出量開示に

ついても、2030年（2029年のデータに基づく）から限定的保証が求められます。CARBは、スコープ3
排出量開示に関する第三者保証要件の動向に基づいて、適用時期を変更することができます。 

保証提供者は、企業から独立しており、GHG排出量の測定、分析、報告または保証（証明）業務に関

して豊富な経験を有している必要があります。CARBは、排出量に関する教育の動向と第三者保証提

供者の資格の評価に基づいて、2029年に第三者保証提供者の資格を見直す必要があります。 

 基準設定 

CARBが現在進めている規則制定活動により、2027年以降、企業がスコープ 1およびスコープ

2の排出量報告について限定的保証を受けるための具体的な要件が定められる見込みです。こ

れには、受け入れ可能な保証基準およびフレームワークの特定が含まれます。 

SB-261報告 

SB-261は、適用対象企業に対し、自社ウェブサイトに報告書を掲載し、これを隔年で更新することを要

求しています。この報告書には、(1) 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の推奨事項、また

は同等の報告基準（例：IFRS S2号「気候関連開示」）に従った開示、および (2) 識別された気候関連リ

スクを低減し適応するために採用した措置に関する開示を含める必要があります。 

CARBは、2025年12月1日に公開記録簿（Public docket）を開設し、企業が公表した気候関連財務

リスク報告書へのリンクを掲載できるようにしました。この記録簿は、2026年7月1日まで開設されま

す。 

SB-261は、企業に対し、2026年1月1日までに初回報告書を掲載することを要求しています。しかし、こ

の報告期限の執行は、米国第9巡回区控訴裁判所が2025年11月18日に認めた、控訴審係属中の仮差

止命令により停止されています。CARBは、控訴審の決着後に、代替的な報告期限を含む追加のガイダ

ンスを提供すると述べました。6 

CARBは、2025年11月17日に、SB-261に基づく報告に使用するための更新版開示チェックリストを

公表しました。7CARBは、各報告書において使用した報告フレームワークを明記し、そのフレームワ

ークで推奨される開示項目のうち、含めたものと省略したものを一覧化することを求めています。企業

は、推奨開示項目を含めなかった理由を記載し、将来の報告においてそれらを含める計画がある場

合には、それを示す必要があります。なお、TCFDの提言に基づき、「気候関連財務リスクを低減し適

応するために採用した措置に関する開示を含める」要件については、「含めたものと省略したものの

一覧化」等に係る取扱いは適用されません。CARBは、気候関連リスク評価プロセスの初期段階にあ

る企業について、重要性のあるリスクが識別されていない場合でも、これらのリスクが企業にどのよう

に関連しているか、または関連する可能性があるかについて開示することができると述べました。 

執行規定および誠実な努力（Good faith efforts） 

CARBは、SB-253、SB-261を執行する責任を担い、提出遅延、未提出、およびその他の要件不遵守に

対して罰金を科すことができます。ただし、罰金は、SB-253については年間50万米ドル、SB-261につ

いては年間5万米ドルを上限とします。罰則を科す場合、CARBは、企業の過去と現在の法令遵守、当
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該企業が要件を遵守するために誠実な努力をしたか否か、および当該努力を行った時期を考慮しなけ

ればなりません。 

SB-253には、スコープ3排出量を報告することに対するセーフハーバー条項（罰則免除）が含まれて

います。開示が合理的根拠に基づいて行われ、誠実に行われた場合には、スコープ3排出量の開示

に関するいかなる虚偽表示に対しても、企業は罰則を科されません。 

CARBは、2024年12月5日の執行通知で示したとおり、企業がSB-253の要求事項を遵守するため

に誠実な努力を行った場合、初回報告サイクルにおいて執行裁量を行使することを、2026年3月の

ワークショップにおいて改めて表明しました。CARBは、執行通知の日付時点でデータを収集していな

い、または収集を計画していない企業は、2026年にスコープ1およびスコープ2の排出量データを提

出する必要はないと述べました。これらの企業は、報告書を提出しなかったこと、および執行通知の

時点でデータを収集または収集を計画していなかったことを記載した書簡を、自社のレターヘッドで

CARBに提出する必要があります。 

実施手数料（Implementation fees） 

両法律は、適用対象企業（親会社の報告に含まれる適用対象子会社を含む）に対し、CARBへ年次定

額手数料を支払うことを要求しています。この手数料は、各企業の売上高やGHG排出量ではなく、年間

プログラムの総コストおよびSB-253とSB-261に基づき報告を義務付けられる企業数に基づいて算定

されます。両法律の適用対象となる企業は、両方の手数料を支払う必要があります。CARBは、2026
年9月10日までに手数料の請求書を発行する予定です。 

主な考慮事項（AB-1305） 
AB-1305は、カリフォルニア州で事業を営む企業（同法では「カリフォルニア州で事業を営む」の定義は

されていません）に対して、(1) ネットゼロ排出量の主張, (2) カーボン・ニュートラルまたはカーボン・ニ

ュートラル製品の主張 (3)カリフォルニア州における大幅なGHG排出削減の主張を行う場合には、以

下を開示することを求めています。 

• どのようにして当該主張が正確か、実際に達成されたと判断したか、またどのように当該目標に

向けた進捗が測定されているかに関する情報（例えば、企業のGHG排出量の検証、企業の科学

的根拠に基づく目標の識別、関連するセクターの方法論など） 

• 企業のデータおよび主張について独立した第三者による検証が行われているか  

AB-1305はまた、これらの企業に対して、カリフォルニア州内で購入、または使用される自主的カー

ボン・オフセットに関する以下の情報を開示することを求めています。 

• オフセットを販売する企業名、並びにオフセット・レジストリまたはプログラム名 

• プロジェクト識別番号 

• レジストリまたはプログラムに掲載されているプロジェクト名 

• オフセットプロジェクトのタイプ（例：炭素除去、排出回避、またはその組合せ） 

• オフセットプロジェクトの所在地 

• 排出削減、除去の便益を推定するために用いられるプロトコル 

• 主張およびデータが独立して検証されているか 

AB-1305はまた、カリフォルニア州内で自主的カーボン・オフセットをマーケティング、または販売する

企業に対して、以下を開示することを要求しています。 

• カーボン・オフセット・プロジェクトに関する情報（例えば、排出削減または除去の便益を推定する

ために使用されるプロトコル、プロジェクト所在地、プロジェクト期間、プロジェクト開始日または開

始予定日、プロジェクトの種類、プロジェクトが確立された基準を満たしているかどうか、プロジェ

クトが独立して検証されているかどうか、年間の排出削減量または除去量など） 

CARBは、企業が

SB-253の要求事項

を遵守するために誠

実な努力を行った場

合、初回報告サイク

ルにおいて執行裁量

を行使する。 
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• プロジェクトが完了していない場合、あるいは、予測される排出削減、除去便益を満たしていない

場合の説明責任措置に関する詳細（例えば、これらの状況において企業がどのように対処する

か） 

• 発行したカーボン・オフセット数、発行したカーボン・オフセットの数を独立して検証するために必

要なデータと計算方法 

AB-1305に基づく開示は、毎年更新することが求められます。 

AB-1305に違反した場合の罰金は、企業のウェブサイトで情報が入手できない、あるいは不正確であ

る日数ごとに2,500米ドルであり、違反1件当たり50万米ドルを上限とします。 

AB-1305は、2024年1月1日に発効しました。しかし、AB-1305のスポンサーは、カリフォルニア州

議会の首席書記官に宛てた書簡で、発効日を2025年1月1日にする意図を明確にしました。スポン

サーは、2024年の立法会期で法律を改正しようとしましたが、立法会期が終了する前に改正案は可

決されませんでした。 

次のステップ 
• 企業は、CARBのウェブサイトで公表された SB-253および SB-261の承認済みの初期規

則を参照すべきです。 

• 企業は、これらの法律への対応準備を継続するとともに、新たなプロセス、システムおよび統

制を構築する必要があるかどうかの判断を含め、法律の要件を満たすためにどのように情報

を収集するかを決定すべきです。 

• 企業は、カリフォルニア州の気候関連開示法に関連する動向を引き続き注視するとともに、今

後提案される規則に対して意見提出を行うことを検討すべきです。 

• 企業は、米国第 9巡回区控訴裁判所において審理中の仮差止命令に係る控訴を含め、カリ

フォルニア州の気候関連開示法に関連する進行中の法的課題について、引き続き注視すべ

きです。 

 
脚注: 

 
1 SB 253 March 2026 Workshop Slides. 
2 SB 253 March 2026 Workshop Slides. 
3 California Revenue and Taxation Code Section 25120(f)(2). 
4 Title 17, California Code of Regulations, Section 95833. 
5 Posted for Public Comment: Draft Reporting Template for Scope 1 and Scope 2 Greenhouse Gas Emissions 

Pursuant to Health and Safety Code § 38532. 
6 CARB’s Enforcement Advisory （2025年12月1日発行のSB-261に対する執行勧告） 
7 Climate Related Financial Risk Disclosures: Checklist （SB-261の最小報告要件） 
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